
 

 

 

 

   

飲酒運転は禁止 

自転車も飲酒運転は禁止 

【罰 則】 

 5年以下の懲役又は 100万円

以下の罰金 

※ 酒に酔った状態で運転した場合 
 

二人乗りは禁止 

二人乗りをしてはいけま

せん 

【罰 則】 

 2万円以下の罰金又は

科料 
 

並進は禁止 

「並進可」標識のある場所

以外では、並進禁止 

【罰 則】 

 2万円以下の罰金又は科

料 
 

 

 

 

 

   

夜間はライトを点灯 

夜間は、前照灯及び尾

灯（又は反射器材）をつ

ける 

【罰 則】 

 5万円以下の罰金 
 

信号を守る 

信号を必ず守る 

【罰 則】 

 3 ヵ月以下の懲役又は 5

万円以下の罰金 
 

交差点での一時停止と安全確認 

一時停止の標識を守り、狭い道

から広い道に出るときは徐行 

【罰 則】 

 3ヵ月以下の懲役又は 5万円以

下の罰金 
 

 

 



 

 

 

  

 

 

    以上に示してあることは、すべて法律等で定められています。 

 


